
保険薬局部会ニュース 

 

令和３年７月５日 

広島県薬剤師会保険薬局部会 

 

地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定申請について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

薬機法改正により、地域に暮らす住民・患者が自身に適した薬局を選択することができ

るよう、薬局が一定の機能を持つことを都道府県が認定する制度として、「地域連携薬局」、

「専門医療機関連携薬局」が令和３年８月１日より開始されます。 

 

地域連携薬局とは 

入退院時の医療機関等との情報連携や在宅医療等に一元的・継続的に対応できる薬局 

 

専門医療機関連携薬局とは 

がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局 

 

 

○申請に必要な書類及び添付書類についてはこちらでご確認ください。 

  ↓ 

地域連携薬局 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/yakujitetuduki/chiikirenkei.html 

（広島県ホームページトップ 左側にある「検索」に地域連携薬局と入力） 

 

専門医療機関連携薬局 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/yakujitetuduki/senmoniryokikanrenkeiyakky

oku.html 

（広島県ホームページトップ 左側にある「検索」に専門医療機関連携薬局と入力） 

 

 

県薬務課又は県の保健所（支所）で受付を行いますので、申請窓口をご確認の上、ご提

出ください。 
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